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沼田市 
地域コミュニティビジョン 

 

沼田市 
令和 5年 3月 



はじめに 

 

 私たちのまちは、隣近所や町・区（行政区）という単位で地域の支え合い、助

け合いで地域コミュニティが成り立ってきました。しかし、そのつながりは、人

口減少、少子高齢化などにより徐々に弱まりつつあり、近隣住民と疎遠になった

り、役員のなり手が見つからず、一人のひとが何役も引き受け、負担感を感じる

ような現状が生まれています。住民が生き生きと暮らし、地域全体が発展してい

くため、今、新しい地域コミュニティの仕組みを考える必要があります。 

本市では、市民が主体となって、地域づくりモデル地区（利南、池田、薄根及

び川田地区）の取組を進めるとともに、「沼田市地域コミュニティのあり方検討

委員会」において、地域住民、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会など市

内の団体を交えて、持続可能な地域コミュニティのためには何が大切かを話し

合ってきました。そして、これらの取組から、行政区よりも広く、情報や人が集

まり、みんなが連携できる新しい地域コミュニティを構築し、個人だけでなく、

企業や団体など多様な主体が、世代や性別、分野を超えてつながる仕組みをつく

り、未来を見据えた持続可能な地域コミュニティを目指そうと、その第一歩を踏

み出すところであります。 

 結びに、この方針の策定に当たり、各地域での話し合いの場に参加いただき、

たくさんのアイデアをくださった市民の皆様、「沼田市地域コミュニティのあり

方検討委員会」の委員の皆様、そのほか貴重なご意見をくださいました全ての皆

様に心から感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

   令和５年３月 

                       沼田市長 星 野  稔 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～持続可能な地域の暮らしを実現するため～ 
  

これは、「地域づくりモデル地区の取組」や「沼田市地域コミュニティのあり方検討

委員会」の提言から、「沼田市地域コミュニティビジョン」としてまとめたものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 課題解決とは 
課題解決というと、「マイナス部分を解消する」というイメージを持つ人もいるかもし 

れませんが、「地域で大切にしたいものを守っていく」ということも含まれます。 
今ある取組をさらに充実させたり、地域がやりたいと思うことを実現することも、 

課題解決の取組です。 

～新しい地域コミュニティ～ 
 
人口減少、少子高齢化の進展により、自治会や町内会などいわゆる行政区

を中心とした地域コミュニティでは、地域を支えることが難しくなってきま

した。 

そこで新しい地域コミュニティ（以下「広域コミュニティ」と呼びます。）

を創造し、様々な団体、個人や企業などが参加し、それぞれの強みを生かし

ながら、連携する仕組みが必要となってきました。 

広域コミュニティは、おおむね小学校区や地区のコミュニティセンターの

範囲をエリアとし、その地域を運営するため、「広域コミュニティ運営組織」

を設立し、世代、性別、立場を超えた話し合いを大切に、参加者の意見やア

イデアを生かし、地域の課題解決※１や魅力の創出を進めていきます。 
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第１章 なぜ今、地域コミュニティなのか 

１ 地域コミュニティの現状と課題 

これまでの地域コミュニティでは、隣近所など地域の人同士の支え合いのほ

か、町・区（行政区）では区長さんや地区委員さんたちがその地域の暮らしを支

えるなど、自治会・町内会単位での運営が基本となっていました。しかし、人口

減少、少子高齢化の急速な進展などにより、会員数の減少、活動の停滞、役のな

り手不足等の問題を抱え、行政区個々の力が弱まってきています。これらの問題

は、消防団、婦人会、子ども会（育成会）、老人会などの地域にある様々な団体

も同様に抱えており、組織の存続に関わる大きな問題となっています。 

２ 地域づくりモデル地区の取組から見えてきたこと 

地域コミュニティの力が弱まり、様々な問題を抱える一方で、地域の暮らしを

めぐっては、地域の力がないと解決できない課題が増えています。人口減少、少

子高齢化により、「店がなくなった」「空き家が増えた」「一人暮らし高齢者が増

えた」など地域の課題はさらに複雑化、多様化しています。 

そして、令和３年４月に開催した地域づくり講演会をきっかけに、地域にある

課題を、住民同士で話し合って解決策を見つけようという「地域づくり」の取組

に手を挙げた、利南、池田、薄根、川田地区の４地区が「地域づくりモデル地区」

として、持続可能な地域を目指して取組をスタートさせました。 

                      

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

利南地区 

 

薄根地区 

 

川田地区 

 

池田地区 

 

地域づくりモデル地区での話し合いや交流の様子 
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地域づくりモデル地区での参加者の声から（抜粋） 

◆人口減少・少子高齢化が急速に進展 
・人口減少や高齢化の進展は、役のなり手不足や、会員の減少からも実感している。 

◆地域課題が複雑化・多様化 
・地域の力がないと解決できない課題が増えている。 

◆担い手が不足 
・若い世代等の参加が少ない。 

・同じ人達が活動を担っている（疲弊感、負担感が生まれる）。 

◆人のつながり・交流がない 
・地域の住民、団体間等で話し合う場がない。 

◆事業活動や事務等の見直し 
・役職が多くて大変だから、事業等の連携により負担を軽減したい。 

◆地域団体間のネットワークの構築 
・不足している取組や情報を共有し、助け合える仕組みづくりが必要となる。 

◆自由に参加し、発言できる話し合いの場づくり 
・これまで地域のことを担ってきた世代ばかりでなく、若者や女性など多様な人が集ま
り、本音で話し合う場がない。 

◆地域の情報を共有 
・ＳＮＳや様々な媒体による情報を発信し、多様な人の参加につなげる。 

 

図表２ 地域づくりモデル地区の取組から見えてきた主な問題や課題等 

利根地区 

池田地区 

薄根地区 

利南地区 

川田地区 

白沢地区 

本庁管内 

図表１ 地域づくりモデル地区、小学校やコミュニティセンターの位置図 

小学校の位置 

コミュニティセンターの位置 

地域づくりモデル地区 

昭和 29 年に任意組織

として振興協議会設置 

・利南地区 

・池田地区 

・薄根地区 

・川田地区 

本庁管内 

１８か町で構成 

白沢地区・利根地区 

平成２７年に、地域自

治区と地域協議会が設

置期間満了 
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おおむね 

小学校区 

第２章 これからの地域コミュニティ 

１ 広域コミュニティの必要性 

人口減少や少子高齢化により地域コミュニティ機能の弱体が現実化し、消防

団、婦人会、子ども会（育成会）、老人会など各種団体が、解散や会員数の減少

などにより活動が困難になるなど多くの問題を抱えはじめています。これまで

地域を支えてきたものが衰退していく中、新たに地域を運営していく仕組みを

つくることが求められています。 

そこで、町・区（行政区）よりも多くの地域資源（人・もの・情報）を集めや

すい新しい地域コミュニティ（以下「広域コミュニティ」と呼びます。）を創造

し、新たな人材を発掘、育成しながら、町・区や各種団体が活動の枠を超え、連

携できるような新たな仕組みを創設し、地域のことを自ら考え、実行していく地

域コミュニティを目指すことが必要です。 

 

２ 地域コミュニティの今後のあり方 

地域づくりモデル地区の取組や沼田市地域コミュニティのあり方検討委員会

での論議から、地域が抱える課題を解決し地域コミュニティを維持するために

は、従来の行政区中心の関係を超えた広域コミュニティを創造する必要性が見

えてきました。 
 

図表３ 新しい地域コミュニティ（広域コミュニティ）の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      広域コミュニティ 

※行政区のエリアを越えた、人や情報を集めやすい範囲（小学校やコミュニティセンター

のエリア）で地域を総合的に運営 

※１ 「行政」とは、市長その他の市の執行機関を意味します。 

 

     

町・区 

（行政区） 隣近所 
行政 

※１ 

補完 支援 
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第３章 地域コミュニティの目指す姿 

１ 広域コミュニティに求められる要件 

本市では、人口減少、少子高齢化の中にあっても、地域の誰もが生き生きと暮

らしていける地域を目指し、おおむね小学校区の範囲を広域コミュニティとし、

広域コミュニティ運営組織を設置し、地域全体を総合的に連携していく仕組み

づくりを進めます。 

なお、地域づくりモデル地区の取組や地域コミュニティのあり方検討委員会

の論議から、下の５つの視点を重要な要件として、持続可能な地域コミュニティ

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）団体間のつながり・連携 

（３）地域づくりビジョン （４）多様な人々の参加と話し合い 

（１）暮らしを支える仕組み 

（５）新たな人財の発掘・育成 

地域住民が暮らしの中の困りごとを把握

し、地域住民が主体となって地域の暮らし

を支える地域コミュニティを目指します。 

地域内外で活動する団体同士、企業等が

つながり、連携することで、お互いの強みを

生かし、足りない部分を補いながら活動す

る地域コミュニティを目指します。 

地域住民が主体となって地域づくりの目標

やその目標を達成するための方針などを作

り、住民同士が共有する地域コミュニティを

目指します。 

世代・性別・立場を超えて多様な主体が参

加する地域内での話し合いを大切にしなが

ら、一人ひとりの意見を尊重する地域コミュ

ニティを目指します。 

地域に愛着と誇りを持つ住民を育み、地域

づくりを主体的に担う人材を発掘し、育成

する地域コミュニティを目指します。 

 

広域コミュニティでは、様々な団体、企業、

個人などが参加し、それぞれの強みを生か

しながら連携する仕組みをつくります。 

行政もその一員として、「協働」の取組を進

めます。 
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２ 協働の仕組み 

新たなコミュニティでは、住民一人一人が、自らが住む地域を良くするために

支え合い、連携する仕組みが必要となります。個人に限らず、地域の組織や団体、

企業等が力を合わせ、お互いに尊重し合い、地域の活動を支える「協働」の仕組

みにより、持続可能な地域づくりを目指します。 

※『協働』とは（沼田市市民協働推進基本方針より抜粋） 

    信頼と理解のもと、お互いの特性や能力を生かし、目的を共有し、地域課題などの
解決に向け、連携して進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○これまでの地域運営イメージ 

図表４ 各団体間の協働の仕組み 

○これからの地域運営イメージ 

青少年 

育成 

地域 

防災 

地域 

福祉 

地域 

振興 

A 地区広域コミュニティ運営組織がコーディネート 

話し合い 

連携･協働 

情報共有 

連携・情報共有 

B 地区広域コミュニティ運営組織がコーディネート 

話し合い 

連携･協働 

情報共有 

行 政 

図表５ 行政との協働の仕組み 

※課題に対し、個々の団体がそれぞれ取り組んでいる ※連携・協働し、少ない負担で効果的に課題が解決できる 
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３ 広域コミュニティの役割 

広域コミュニティでは、多様な地域課題の解決に向けた取組を継続して行う

ことが求められます。地域の特性を生かした取組を、世代、性別、立場（分野）

に関係なく多様な住民が参加し実践できるよう、まずは話し合いを大切に進め

ることが、地域の将来を見据えた持続可能な地域づくりにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 地域づくりビジョン（目標）の共有 

 地域づくりの活動については、その基本的な考え方を明確にして、地域の皆さ

んと共有することが重要です。ビジョンを共有することで、多様な人々の参加や

つながりが生まれ、新たな人材の発掘にもつながります。 

広域コミュニティでは、地域の魅力を盛り込むなど、特色を生かした地域づく

りビジョンを作成し、広く周知しましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○話し合いを大切にした地域づくり 
  ①地域の課題・地域の魅力は何か 

  ②従来のやり方を見直しできるか 
③地域のビジョンをつくる（どんな地域にしたいのか） 
・地域づくりで目指すべき姿 
・みんなが大切にすべきこと・心掛けること など 

 
                     

沼田市●●地区 地域づくりビジョン（イメージ） 

 

 

※参考 
  
 
① 地域の現状 
② 地域の課題 
③ その課題をいつまでに（期間） 
④ どのような方法で（手法） 
⑤ どのようにしていくか（目標） 
            など 
 
地域の魅力などを盛り込み、各地区が特色のある計画にしましょう。 
広く周知し、地域の人たちと地域の将来像を共有しましょう。 
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５ 広域コミュニティの運営体制 

広域コミュニティでは、地域にある資源（ひと・もの・情報）がつながり、個々

の強みを生かした運営が必要となります。区長会、老人会、子ども会（育成会）、

消防団、PTA、民生委員など、地域内で活動する各種団体や住民と話し合いの

機会を持ちながら、地元企業にも参加を呼びかけ連携を図ることは、地域活動の

可能性を広げることにつながります。 

下の図表６は、広域コミュニティの運営の仕組みをイメージしたものです。団

体名は一例であり、地域の実情や考え方に合わせて、柔軟な組織の形成が可能で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表６ 広域コミュニティの運営イメージ 

消防団 
民生委員 

PTA 

学 校 

大学など 

子ども会 

（育成会） 

婦人会 

交通 

安全会 

老人会 

企  業 

行政区 

その他 

各種団体 

･ＮＰＯ 

※多様な団体等が「話し合い」「参加」「連携」し、「課題解決」を図る仕組み   

参   加 課題解決 

連    携 

広域コミュニティ運営組織 
（コーディネート機能） 

話し合い 
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広域コミュニティ 

運営組織 

６ 広域コミュニティの区域とその運営組織の呼び名 

広域コミュニティ運営組織を立ち上げる区域は、おおむね小学校区とします。

ただし、コミュニティセンターを有する地域は、センターが活動拠点となり得る

ことから、その範囲を区域として設立することが望ましいと考えます。 

なお、文化や歴史、地域性などの理由で実情と違う場合には、地域住民の意見

を取り入れ、柔軟に対応することが可能です。 

また、運営組織は、地域で自由に名称（呼び名）を設定できます。 

                            

７ 区長会と広域コミュニティ運営組織の関係 

 各行政区では、それぞれ区長等の地区役員を置き、地域を支える役割を担って

います。「広域コミュニティ運営組織」では、その支え合いの基礎を大切にし、

行政区を補完し、地域を総合的に運営することが求められます。 

市内の各行政区は、原則としていずれかの「広域コミュニティ運営組織」と役

割を整理し、連携・協働した取組を進めることが必要です。 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

ＰＴＡ
企業

団体

ＮＰＯ
学校

地域外

住民

地域
内

住民

行政区

（コーディネーター） 

地域づくり 
の拠点 

図表７ 区長会と広域コミュニティ運営組織の関係イメージ 

補完 補完 補完 補完 

Ａ町 

区長会（支部） 

Ｂ町 Ｄ町 Ｆ町 Ｈ町 

Ｃ町 Ｅ町 
Ｇ町 Ｉ町 

区長の役割など各町区の支えがあって、広域コミュニティは成り立ちます。 

補完し合う関係が大切 

連携 

相談 
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８ 広域コミュニティ運営組織と行政の関係 

行政は、主に各地域の地域づくり方針に沿って、支援、協力等の体制を整備し

ます。 

図表８ 広域コミュニティ運営組織と行政の関係イメージ（各地域の事情に配慮が必要） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＡ
企業

団体

ＮＰＯ
学校

地域外

住民

地域内

住民

行政区

地域づくり 
の拠点 

広域コミュニティ運営組織 行 政 

各部署 

市民協働課 

各地区コミュニティセンター 

連携･協働 

支援･協力 

人・経済・情報・拠点等支援 

○広域コミュニティ運営組織で大切にする話し合いなどの仕組み 

 行政はその仕組みに参画し、地域と課題を共有する。 

① 地域課題（地域で足りないもの、守りたいもの、大切にしたいもの）は何か？ 

② ①の課題をどのように地域で解決するか？地域だけでは解決できないものか？ 

③ 行政はどのように支援するか？ 

④ 振り返りを行い、次の一歩へ 

 

相 談 相 談 
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第４章 広域コミュニティ運営組織の設置 

１ 「広域コミュニティ運営組織」設置までの流れ 

広域コミュニティ運営組織の立ち上げは、地域が主体となって、暮らしやすく

て魅力ある地域へとつなげるための第一歩です。組織という形を作っただけで

は、うまく機能せず、持続可能なものとはなりません。 

まずは、地域の様々な団体の役員などが集まる機会を利用して、組織のあり方

を意見交換した上で、設立の検討、準備を進めていきましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
  広域コミュニティ運営組織誕生（地域づくりパートナー協定締結）  

話し合いによる課題の洗い出しや情報共有 
地域住民や地域内の団体を集め、話し合い等を行う。 

 

設立に向けた各団体との意見交換・調整 
組織をどのような構成で、いつ設立するかなど具体的に協議する。 

（区長会との調整、地域内各団体と連携の仕組みを構築） 

広域コミュニティ運営組織の必要性について、一定の共通理解が進めば次の段

階へ 

設立準備 
広域コミュニティ運営組織は、地域住民の理解のもと設立される組織である

ことが求められます。（①から③までのいずれかに該当） 

① 既に地域にある振興協議会が中心となって設立される組織 

② 区長（区長会各支部）からの同意を得て設立される組織 

③ その他地域住民の理解のもと設立されていると市長が認める組織 

 

◇事務局の設置 ：各団体等が一緒に活動を展開するための運営拠点 

◇組織案（役員）：地域住民が参加しやすく、運営しやすい組織構成を検討 

◇規約         ：会員みんなに開かれた運営とするために明文化          

◇事業計画書・予算：課題解決の取組を、どの予算で実施するか検討 

設立総会の開催 
 総会で賛成されて設立となります。 

地域の合意形成はしっかりと！ 

行政がしっかりと 

サポートします！ 
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２ 「広域コミュニティ運営組織」の環境整備 

それぞれの地域がこれまで頑張ってきた独自のやり方、あるいは行政が主導

した今までの地域づくりを見直すことが必要な時期となっています。あわせて、

広域コミュニティ運営組織と行政の関わり方についても見直し、地域の意見に

寄り添った行政の支援が求められます。 
 

（１）行政からの支援 

区 分 支援策 具体例 

ひ と 
 

広域コミュニティ運営組織への
地域担当職員の配置（地域づく
り相談窓口の設置） 

① 地域支援コーディネーターの配置 
話し合いのサポートや地域の各団体間等

の仲介役として、コーディネーター（当面
は市職員が担う）を配置します。 

② 組織運営サポート職員の配置 
組織の運営を支援する職員を配置します

（成長期～）。 
地域づくりサポート職員「よりそい
隊」の結成 

庁内公募制度を活用した地域づくりサポート職
員「よりそい隊」を担当部署を超えて募集、育成 
 地域住民の意見交換の場など、地域が必要
な時にサポートできるよう、若手職員を募
集、育成します。 

地域づくり専門家の派遣 地域づくり支援のために講師を派遣 
講演会やシンポジウムの開催時等、講師と

して専門家を派遣します。 
地域に寄り添った行政の体制 
（地域づくり連携窓口の設置） 

行政の相談体制の構築 
広域コミュニティ運営組織からの相談窓口

としてテラス沼田内（市民協働課）に「地域
づくり連携窓口」を設け、地域と行政のパイ
プ役を担います。 

経 済 
(財 政) 

地域の「やりたい」や「できる」を
段階的に財政支援する体制 

① 設立準備期（令和５年度～９年度） 
・広域ｺﾐｭﾆﾃｨ運営組織設立準備に補助 
 準備開始年度から上限２年間交付 

② 成長期（令和６年度～おおむね１０年間） 
・広域ｺﾐｭﾆﾃｨ運営組織運営に係る補助 
・広域ｺﾐｭﾆﾃｨ運営組織事業に係る補助 

③ 展開期（令和１２年度～） 
・令和１１年度までに広域コミュニティ
運営組織財政支援策を検討 
・運営や活動に対する交付金など 

情 報 地域の情報を集め、デジタルを
活用して広く周知 

① 地域づくりの取組を地域内外に発信 
・取組を広く発信し、情報共有すること
で、地域の連携意識の醸成を図る。 

② 講演会等、多様な学習機会の情報提供 
③ 国、県等補助金の活用 

・補助金の情報を収集し、地域の取組に
活用できるよう支援する。 

拠 点 ・事務局等の場を確保 
・地域内外を連携、コーディネー
トできる体制の構築 

地域の実情に応じた環境整備を図った上
で、人材を発掘、育成し、地域課題の解決に
向けた推進体制を整備します。 
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行 政 

    

 

          

コミュニティセンターを置かない地域では、既存施設内にコミュニティセンター
機能を置く。 

① 「ひと」に関する支援 

行政では、「ひと」に関する支援に重点を置き、地域に寄り添います。 

 

 

図表９ 「ひと」による寄り添い支援のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 地域づくり連携窓口機能 

（広域コミュニティ運営組織の相談窓口） 

・地域と関係部署などとの連携を図る。 

・各広域コミュニティ運営組織間の情報

共有の場を設営 

・参考となる取組を収集、発信 

・様々な補助金情報等を収集、発信 

② 地域づくりサポート職員の育成・派遣 

  若手職員（採用後おおむね 2 年目以降）を

募集し、意見交換のサポートなどを行う。 

③ 地域づくり専門家の派遣 

講演会、シンポジウム等に講師を派遣 

 

① 地域支援コーディネーター配置 

（地域づくり相談窓口・話し合いの設営） 

地域の住民、各種団体、企業、行政など、

それぞれが持つ情報や資源を仲介し、話し合

いのサポートを行うためコーディネーター

を配置します。また、地域で行われる活動の

見直しや、新たな活動の展開に際して、気軽

に相談し、アイデアを得られる窓口となりま

す。 

※当面は市職員とし、いずれは地域住民から

の雇用も可能とします 

② 広域コミュニティ運営組織運営サポート

職員の配置 

事務補助職員（会計年度任用職員等）を配置 

 し、話し合いの場の設営、団体の事務等を支援 

する。 

広域コミュニティ運営組織 

地域づくり相談窓口の設置 

行政区間で地域課題を共有、地域で優

先事項を決定し、当該地域で実践、又は

行政と連携するなど、その手法を検討す

る。 

 

地域づくり連携窓口の設置 

（テラス沼田内：市民協働課） 

広域コミュニティ運営組織やコーデ

ィネーターの相談窓口となり、地域課

題の解決に向け、関係部署と連携の上、

地域と一緒に検討する。 

信頼関係 

 

●●協議会 
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② 経済の支援（全般）  

組織の運営や、その活動に対して予算の範囲内で財政支援を行います。 

図表 1０ 経済支援制度等のイメージ（財政支援は予算の範囲内） 

                  

         

地域づくりパートナー協定を締結（行政の支援制度の活用が可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立準備期 
【令和５年度～９年度】 

※開始年度から２年上限 

 
 
  
  

 
 

展 開 期 

【令和 12 年度～】  
 
   

 
  
 

 

■広域コミュニティ運営組織設立準備費補助金 

※開始年度から起算して２年を上限 

・対象経費  

① 広域コミュニティ運営組織設立に向けて必要な

経費 

② 広域コミュニティ運営組織形成に向け、つながり

や交流を築くことを目的とした活動の経費 

＊パートナー協定締結後６年～１０年を経過するまで＊ 

                （補助金制度は予定） 

■広域コミュニティ運営組織運営に係る補助制度 

広域コミュニティ運営組織の運営に必要な経費 

 

■広域コミュニティ運営組織事業に係る補助制度 

地域づくりビジョン（目標）に基づく事業など、新規

または拡充する事業を対象とした補助制度 

 

■国や県などの交付金（補助金）を活用 

 補助金情報を収集し、対象事業には積極的に活用 

 

■行政は地域づくりビジョンを地域と共有し、補助制度

を今後検討 

 地域の取組（課題解決の取組）を共有し、補助制度な

どを検討していく。 

＊令和 11 年度までに再検討＊ 

 

 新たな財政支援等の創設を含め検討します。 

 

    

成 長 期 
【令和 6 年度～】 

※協定締結後６年～
１０年で展開期へ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

地域住民（団体等）の合意形成 
※市は連携の仕組みを確認しパートナーと認める。 

人（団体）をつなぎ、 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄする地域力を 

補助制度は地域の自立を目指すものであり、原則、一定期間を経過した後終了予定 

※地域で人材が育成され、組織で「地域支援コーディネーター」と
して地域住民を雇用する場合などは、別に助成制度を検討 
※市は連携の仕組みを確認した上で、協議会と認める。 
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③ 経済の支援（広域コミュニティ運営組織事業費補助金の対象経費） 

下の①から⑤を目標として実施される事業は、「広域コミュニティ運営組織

事業費補助金」の対象事業とし、予算の範囲内において、また各地域の均衡を

考慮した上で補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「広域コミュニティ運営組織」の環境整備について 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 人と人が交流し、みんなが語れる地域を目指す。 

② 多様な人々が参加し、次世代につなげる地域を目指す。 

③ 地域の暮らしをみんなで守る地域を目指す。 

④ 地域の安全安心に備える。 

⑤ 地域づくりは「ひと」づくり ～地域に必要な人材の育成を目指す。

～ 

～たくさんのアイデアがあるとは思いますが、例えば～ ※地域づくりモデル地区の話し合いから 

気軽に集まる居場所づくり・地域カフェ・地域マップの作成・防災訓練・声掛け運動 

地域の魅力やお宝発見ツアー・買い物支援・移動支援、子育て支援・地域を知る 

コミュニティスクール・自然を楽しみ歩いて健康・競争しない運動会・地域間交流 

除雪ボランティア・空き家の活用・地域に眠る資源の新たな活用・地域の名物を発掘 

※地域づくりモデル事業の活動や沼田市地域コミュニティのあり方検討委員会で論議

された内容から掲げた目標です。 

支援制度を抜粋してまとめた説

明資料をご用意しています。 
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◆人が集まり、つながる拠点◆ 
地域活動をしっかりサポート 

（地域づくり相談窓口・コーディネーター） 
 
・コミュニティセンターを置く地域はコミ
ュニティセンター内に、その他の地域は
テラス沼田など既存の市有施設を活用 

◆情報が集まり、連携する拠点◆ 
地域と行政をしっかり連携 

 
・地域課題やその解決への取組（アイデア）
を共有 

・各地域間の情報共有の場を確保するととも
に、広く市全域に発信 

 

④ 情報の支援 

広域コミュニティ運営組織では、地域の情報を広く地域内外の住民や団体等

と共有し、一緒に活動をする人たち（団体・企業を含む）を募る必要がありま

す。地域の情報は、コミュニティ組織から発信するばかりでなく、市のホーム

ページやＳＮＳに掲載するなど、デジタルを活用して積極的に発信します。ま

た、各広域コミュニティ運営組織間でも活動内容を情報交換する場を設け、各

組織のつながりや連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 拠点の支援 

コミュニティセンター管轄の地域は、住民に最も身近なコミュニティセンタ

ーの職員が運営や相談の窓口となります。 

本庁管内では、テラス沼田６階のコミュニティテラスなど既存施設の活用を

視野に、当面は市民協働課が相談の窓口となります。 

また、各地域には、各団体間等を仲介し、話し合いのサポートを行う「地域

支援コーディネーター」を配置するなど、地域の連携機能を強化するための環

境を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

地域づくりに役立つ
講演会やシンポジウ
ムの情報を発信 

地域づくりに活用
可能な補助金の情
報等を収集、発信 

地域づくり拠点 

 
 

情報共有・連携 
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地域 

 一定の区切られた場所を指す用語です。 

 

地区 

 昭和の合併以前の旧村単位の地域を指します。利南地区、池田地区、薄根地区、川田地区、

白沢地区及び利根地区の６地区です。 

 

行政 

 市長その他の市の執行機関を意味します。 

 

行政区 

 市内にある区・町を指す地域単位の呼称です。 

 

区長 

 行政区の代表者を示します。佐山町開拓地区は、区長を置かず連絡員の配置となります。 

 

区長会 

 行政区の代表である８１区長で構成されています。また、区長会の下には支部を置き、沼

田支部、利南支部、池田支部、薄根支部、川田支部、白沢支部及び利根支部の７支部が存在

します。 

 

地域コミュニティ 

 一般的には居住地域が同じ住民同志がつながりを持って生活する共同社会を指します。 

ここでは、地域社会を運営する上で相互につながりを持ちながら協力し合う行政区、町内会 

などの自治組織のほか、スポーツ・文化団体など連携する共同体も含みます。 

 

コミュニティセンター 

 地域コミュニティの活動拠点として、令和３年度から地区公民館をコミュニティセンタ

ーに移行しました。地区公民館が担ってきた今までの社会教育活動の枠超えて、地域の人材

育成や地域の課題解決に向けた取組への支援など広い分野で拠点としての機能を持ちます。 

 

コーディネーター 

 広域コミュニティ運営組織の運営を支援するとともに、地域内の住民や各団体、企業等を

連携し地域課題の解決に向けて取り組む活動を支援する役職です。 

用 語 解 説 
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